
平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日
提
出

質

問

第

一

四

二

号

ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

早

稲

田

夕

季
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ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

二
〇
一
九
年
四
月
十
二
日
に
受
け
取
っ
た
「
衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
二
四
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
答
弁
書
」
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
に
関
す
る
も
の
も
含
め
、
障
害
者
施
策
の
検
討
及
び
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
基
本

計
画
で
示
し
て
い
る
と
お
り
、
『
障
害
者
が
意
思
決
定
過
程
に
参
画
す
る
こ
と
と
し
、
障
害
者
の
視
点
を
施
策
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
』
」
の
答
弁
が
あ
っ
た
こ
と
は
評
価
し
た
い
。
第
四
次
障
害
者
基
本
計
画
に
は
、
「
精
神
障
害
に
も

対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
都
道
府
県
・
政
令
市
が
実
施
す
る

「
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修
」
を
補
助
金
の
対
象
と
す
る
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
精
神
障
害
者
に
関
す
る

も
の
も
含
め
、
第
四
次
障
害
者
基
本
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た
政
策
の
実
施
状
況
の
監
視
等
を
、
障
害
者
基
本
法
に
基
づ
き
行
う

障
害
者
政
策
委
員
会
に
は
、
精
神
障
害
者
の
家
族
を
代
表
す
る
団
体
に
所
属
す
る
委
員
し
か
現
時
点
で
は
い
な
い
。
こ
れ
で

は
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
「
障
害
者
の
政
策
決
定
過
程
へ
の
参
画
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
国
の
審
議
会
等
の
委
員
の

選
任
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
の
委
員
の
選
任
に
配
慮
」
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

二

障
害
者
基
本
法
第
三
十
三
条
に
は
、
「
委
員
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
政
策
委
員
会
が
様
々
な
障
害
者
の
意
見
を
聴
き
障
害

一



者
の
実
情
を
踏
ま
え
た
調
査
審
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ

る
。
第
四
次
障
害
者
基
本
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た
「
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
に
係
る
障

害
者
政
策
委
員
会
の
監
視
等
に
あ
た
っ
て
は
、
精
神
障
害
者
の
家
族
だ
け
で
な
く
、
精
神
障
害
者
を
代
表
す
る
団
体
に
所
属

す
る
精
神
障
害
の
当
事
者
が
委
員
と
し
て
加
わ
っ
た
上
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


